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【手続補正書】
【提出日】平成28年7月21日(2016.7.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
一般式Ｉの化合物、またはその薬学的に許容される塩。
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【化３８】

［式中、
Ｒ1が、水素原子または任意に置換されたアルキルもしくはシクロアルキル基を表し、
Ｒ2が、それぞれ同一または異なっていてもよく、水素原子または任意に置換されたアル
キル基を表し、
Ｘ基が、直鎖状もしくは分枝状のアルキレン基、シクロアルキレン基、アリーレン基、ま
たはアラルキレン基であり、これらの各々が、１つ以上の非親水性置換基によって任意に
置換されてもよく、
　前記－Ｘ－ＣＯ2Ｒ

1部分の前記－ＣＯ2Ｒ
1基が、親水性である。］

【請求項２】
　前記非親水性置換基が、ハロ、ニトロ、およびアリールから選択され、前記アリールが
、１つ以上のハロ、アルキル基、ハロアルキル基、アルコキシ基、またはニトロ基によっ
て任意に置換される、請求項１に記載の化合物。
【請求項３】
　Ｒ1が、水素であるか、またはメチル、エチル、ｎ－プロピル、もしくはイソプロピル
である、請求項１または２に記載の化合物。
【請求項４】
　Ｒ1が水素である請求項３に記載の化合物。
【請求項５】
　Ｘ基が、１～６の炭素原子からなる直鎖状のアルキレン基である、請求項１～４のいず
れか一項に記載の化合物。
【請求項６】
　Ｘ基が、１～４の炭素原子からなる直鎖状のアルキレン基である請求項５に記載の化合
物。
【請求項７】
　Ｘ基が、任意に置換された直鎖状Ｃ1-4アルキレン基、任意に置換された分枝状Ｃ2-6ア
ルキレン基、任意に置換されたＣ5-6シクロアルキレン基、任意に置換されたＣ6-12アリ
ーレン基、または任意に置換されたＣ7-15アラルキレン基である、請求項１～４のいずれ
か一項に記載の化合物。
【請求項８】
　各Ｒ2が、水素を表す、請求項１～７のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項９】
　以下のうちのいずれかから選択される化合物、またはその薬学的に許容される塩である
、請求項１に記載の化合物。
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【化３９】
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【化４０】
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【化４１】

【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項に記載の式Ｉの化合物、またはその薬学的に許容される塩
を含む、組成物。
【請求項１１】
　少なくとも１つの薬学的に許容されるか、または美容的に許容される担体または賦形剤
をさらに含む請求項１０に記載の組成物。
【請求項１２】
　式Ｉの化合物が、Ｘ基が、１～６の炭素原子からなる直鎖状のアルキレン基である化合
物である、請求項１０または１１に記載の組成物。
【請求項１３】
　式Ｉの化合物が、Ｘ基が、１～４の炭素原子からなる直鎖状のアルキレン基である化合
物である請求項１２に記載の組成物。
【請求項１４】
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　式Ｉの化合物が、Ｒ1が、水素であるか、またはメチル、エチル、ｎ－プロピル、もし
くはイソプロピルであり、Ｒ2が水素である化合物である、請求項１３に記載の組成物。
【請求項１５】
　式Ｉの化合物が、Ｒ1が水素であり、Ｒ2が水素である化合物である請求項１４に記載の
組成物。
【請求項１６】
　光線力学的治療または診断の方法において使用するための、請求項１０～１５のいずれ
か一項に記載の組成物。
【請求項１７】
　前記方法が、癌；癌に関連した感染；ウイルス、細菌、もしくは真菌感染；または非癌
性状態の治療または診断のためである、請求項１６に記載の組成物。
【請求項１８】
　前記方法が、癌の治療または診断のためである請求項１６に記載の組成物。
【請求項１９】
　癌の光線力学的治療または診断の方法において使用するための、請求項１２～１６のい
ずれか一項に記載の組成物。
【請求項２０】
　光線力学的治療または診断の方法において使用するための、請求項１～９のいずれか一
項に記載の化合物。
【請求項２１】
　前記方法が、癌；癌に関連した感染；ウイルス、細菌、もしくは真菌感染；または非癌
性状態の治療または診断のためである、請求項２０に記載の使用のための化合物。
【請求項２２】
　前記方法が、癌の治療または診断のためである請求項２０に記載の使用のための化合物
。
【請求項２３】
　癌の光線力学的治療または診断の方法において使用するための、請求項３～６のいずれ
か一項に記載の化合物。
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